
自治体学会基本問題検討委員会検討事項

○前文 自治体学会設立の理念等の再確認
その後の状況変化と直面している課題
持続可能な組織運営と学会活動活性化に向けた事業内容の展開

区分 事項 現状等 根拠 長所 短所 対応案 備考

会議
年２回開催（大会
開催時、年度末）

年２回程
度開催(細
則３)

全国の会員代表の
意向を反映する数
少ない機会。

運営委員というよりも評
議員的性格で、実際に運
営に参画する機会は少な
い。
年２回の開催で、機動性
に欠ける面がある。

運営委員
数

５０名（全国２０
名、地方３０名）

５０名以
内(規約第
７条)
地方、全
国の比率
は規定な
し。

委員数が多すぎるとの意
見あり。年度末開催時は
交通費を支給しており、
約７０万円程度の予算が
必要。

執行機能は「理事会」へ。
地域代表機能は「地域連携委
員会」へ。
参画機能は部会・委員会や各
事業・イベントへ。

選任方法
役員選考委員会を
設置し、自薦、他
薦により選任。

総会にお
いて選任
(規約第８
条）

役員選考委員会に
より選任してお
り、公平性を確保
している。

一部には選挙による選任
を求める意見もある。

選出方法は従来の役員推薦委
員会方式で問題があったか。

代表運営委員 ３名

３名以内
(規約第７
条)運営委
員の互
選。

３人体制とするこ
とで、１人の代表
への権限が集中す
ることを避けてい
る。設立当初は、
研究者、自治体関
係者、マスコミ関
係者の３名。

３名の合議が必要なた
め、機動性に欠ける面が
ある。

「理事会」内の正副理事長的
に位置づけてはどうか。

場合によって
は、法人化も指
向してはどうか
運営委員会
(「評議員会／
代議員会」)が
選出するか、理
事会互選か？

組織

運営委員会
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区分 事項 現状等 根拠 長所 短所 対応案 備考

部会 選任方法

部会長は代表運営
員が会員から指
名、部会員は部会
長が指名

規約第１
４条２、
３

部会長がリーダー
シップを発揮しや
すく、機動的。

公募は行われていない。
事業管理委員会、地域連携委
員会などの設置を検討。

部会員、委員の
選任方法
部会長、委員長
の選任方法

役員会
代表運営委員３
名、部会長３名で
構成

細則６
実質的な執行機関
となっている。

規約上の定めがない。細
則にも機能の定めがな
い。

「理事会」的に執行機能を担
う位置づけ・人数にしてはど
うか。
現在の代表運営委員を、理事
会内の「正副理事長」的に位
置づけてはどうか。
選出方法・構成は、部会・委
員会・事務局と密接な連携で
きるように考慮。
代表運営委員(「(正副)理事
長」)による指名か、運営委
員会 (「評議員会／代議員
会」)による選出か。

監事 ２名
２名（規
約第７
条）

事業のあり方につ
いて意見を述べる
ことができる。

会務に関与する機会がい
少ない。

監事は今のままでよいか？

顧問、参与
顧問は学識経験
者、参与は自治体
首長から委嘱。

規約第１
３条

学会設立時には活
用された。

他に名誉会員あり。

組織

2



区分 事項 現状等 根拠 長所 短所 対応案 備考

縮減ありきではなく会員拡大
が基本旅費の削減。
→ＭＬ等での審議決定の拡

大を模索してはどうか。
事務局経費 安価な委託、日
当・交通費、文書・通信費。
地域活動支援費 根源的な意
義付けと成果評価方法の再検
討。
＊「地域が大事」というだけ
では、全会員が地域で活動し
ている以上、支出根拠として
薄弱。
なぜ、全会員の負担で一部会
員の地域活動に負担をする
か？
→学会全体の共通利益を明確
にする必要。
大会経費 会場費 支出基
準の明確化と時代状況へ適合
化、部会・委員会と事務局と
の相互牽制機能。

会費

会費の割引（学生
半額、年度後半
（大会以降）加入
半額）

細則１
定着率が低いとの指摘あ
り。初年度会費無料化の
意見もある。

入会促進 入会案内・周知 チラシを作成。

会員拡大は自己目的であるべ
きではない(活動が魅力的な
ら自ずと増える)
部会・委員会活動の充実が基
本ではないか技術的手法の検
討（パンフ更新、初年度会費
減免、会費引下げ、口座引落
など）

入会
代表運営委員の承
認

規約第４
条２

チラシを作成。 　

運営方法

財政改革

会員拡大
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区分 事項 現状等 根拠 長所 短所 対応案 備考

部会運営

企画、編集、研究
支援、事業の４部
会。このほか、学
会賞委員会を設
置。

規約第１
４条。具
体的な部
会名は細
則５で規
定。

新たな課題やニー
ズに即した部会を
設置できる。

旅費の縮減のため、開催
回数や部会員の削減が行
われ、運営上の支障もみ
られる。

地域活動
支援費

１件１０万円。地
域選出運営委員の
了解が必要。

地域活動
支援費の
支出基準

規約第３条１の｢地
域における研究活
動の促進｣を図る
ツールとなってい
る。

同一の団体をほぼ毎年支
援しているような事例も
見られる。

事務局運
営

事務局長以下３名
規約第１
５条

直営化（暫定）
事務局体制が弱体。サ
ポート体制を検討する必
要がある。

事務の一部（名簿管理等）外
部化の具体化事務局長の明確
化
(「専務理事・事務局担当理
事」など)をどうするか事務
局長の選任方法 例えば、
「理事会」互選か？「理事
長」指名か？
かつての総務活性部会のよう
な「総務部会」による支援体
制はどうか

総務部会は設置
済み

政策研究
交流会議
とのセッ
ト開催

設立当初からセッ
ト開催。交流会議
が先行して発足。

自治体の協力を得
られることで、経
費面、参加者確保
面で有利。

開催地選定が次第に難し
くなっている。自治体学
会の開催が１日なため、
プログラム編成の面で制
約がある。

開催時期

設立当初は、原則
として８月下旬の
金、土に開催して
いたが、近年は
木、金開催となっ
ている。

夏休み次回の開催
で参加しやすい。
また、公費出張に
よる参加を期待で
きる。

公費出張に参加が次第に
困難になってきている。
かつての金、土開催。あ
るいは土、日開催を求め
る意見もある。
また、一部には、８月下
旬の開催は、９月議会直
前なため、もう少し早い
時期の開催を求める意見
もある。

2015年奈良大会から、金土開
催へ移行する方向。
地元の自治体学会による受入
は可能か？
→会員の多い特定地域しか無
理？大学を会場として利用？
→大学教員依存となり自治体
学会らしくない？
会員による報告の拡大。

運営方法

経費執行

大会開催
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区分 事項 現状等 根拠 長所 短所 対応案 備考

冊子、情
報紙等

学会誌、かわら版
必要な情報を適宜
提供できる。

発行までに期日を要す
る。また、印刷費、郵送
費がかかるため、発行回
数に制約がある。

電子媒体
学会ホームペー
ジ、学会メ―リン
グリスト等

必要な情報を適宜
提供できる。

必ずしも十分に活用され
ているとは言い難く、Ｈ
Ｐ，ＭＬ等を活用した情
報発信に努めるべきとの
意見もある。
意見交換・意思決定のた
めのツールとしては、ほ
とんど活用されていな
い。

「情報基盤部会」を作っては
どうか。
一般会員向け周知方法 (Ｈ
Ｐ・ＭＬ・ＦＢ・メルマガな
ど)の再構築をどうするか。
一般会員相互の意見交換の
フォーラム(一般会員ＭＬな
ど)をどう考えるか。
運営委員会(「評議員会」)・
役員会(「理事会」)・部会・
委員会など。
機関内ＭＬによる審議・決定
を増やしてはどうか。
(開催回数削減による旅費抑
制)
ＭＬ管理・マナーの明確化を
どうするか。（誹謗中傷・炎
上時の一時冷却措置など）

情報発信・情
報交流

運営方法
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